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法 令 名：道路交通法 

根 拠 条 項：第１０８条の３の４ 

処 分 の 概 要：自転車運転者講習の受講命令 

原権者（委任先）：福岡県公安委員会 

法 令 の 定 め： 

 ○ 道路交通法第１０８条の３の４（自転車運転者講習の受講命令） 

処 分 基 準： 

 別紙「道路交通法に基づく自転車運転者講習の受講命令の基準に関する規

程」（平成２７年５月２９日付け、福岡県公安委員会規程第１０号）のとお

り。 

問 合 せ 先：主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通担当課 

警察本部交通企画課安全対策係（092-641-4141内線5045）  

備 考： 

 

法 令 名：道路交通法 

根 拠 条 項：第１０８条の３の５第２項 

処 分 の 概 要：自転車運転者講習の受講命令 

原権者（委任先）：福岡県公安委員会 

法 令 の 定 め： 

道路交通法第１０８条の３の５第２項（自転車運転者講習の受講命令） 

処 分 基 準： 

別紙「道路交通法に基づく自転車運転者講習の受講命令の基準」のとおり 

問 合 せ 先：警察本部交通部交通企画課安全教育係 

（092-641-4141内線5045） 

備 考： 

 



別紙 

福岡県公安委員会規程第１０号 

 道路交通法に基づく自転車運転者講習の受講命令の基準に関する規程を次の

ように定める。 

平成２７年５月２９日 

福岡県公安委員会 

道路交通法に基づく自転車運転者講習の受講命令の基準に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条の３

の４の規定に基づき、福岡県公安委員会が自転車の運転者に対する自転車運

転者講習（同法第１０８条の２第１項第１４号に掲げる講習をいう。次条に

おいて同じ。）の受講を命ずる場合における基準に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（受講命令を行う場合の基準） 

第２条 福岡県公安委員会は、自転車の運転者が危険行為（道路交通法第１０

８条の３の４に規定する危険行為をいう。以下この条において同じ。）をした

場合において、当該運転者が当該危険行為をした日から起算して過去３年以

内にその他の危険行為をした者であるときは、次の各号のいずれかに該当す

る場合を除き、自転車運転者講習の受講を命ずるものとする。 

⑴ 交通事故により下半身不随となる等自転車の運転によって道路における

交通の危険を生じさせるおそれが失われたと認められる場合 

⑵ 既に自転車運転者講習を受けた者である場合であって、当該自転車運転

者講習を受けた後の危険行為が２回に満たないとき。 

（補則） 

第３条 この規程の運用に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。 

附 則 

この規程は、平成２７年６月１日から施行する。 

別紙 

 

 

 

 

 

道路交通法に基づく自転車運転者講習の受講命令の基準 

（趣旨） 

第１条 この規程は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条の３

の５第２項の規定に基づき、福岡県公安委員会が自転車の運転者に対する自転

車運転者講習（同法第１０８条の２第１項第１６号に掲げる講習をいう。次条

において同じ。）の受講を命ずる場合における基準に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（受講命令を行う場合の基準） 

第２条 福岡県公安委員会は、自転車の運転者が自転車危険行為（道路交通法第

１０８条の３の５第２項に規定する自転車危険行為をいう。以下この条におい

て同じ。）をした場合において、当該運転者が当該危険行為をした日から起算

して過去３年以内にその他の自転車危険行為をした者であるときは、次の各号

のいずれかに該当する場合を除き、自転車運転者講習の受講を命ずるものとす

る。 

⑴ 交通事故により下半身不随となる等自転車の運転によって道路における

交通の危険を生じさせるおそれが失われたと認められる場合 

⑵ 既に自転車運転者講習を受けた者である場合であって、当該講習を受けた

後の自転車危険行為が２回に満たないとき。 

（補則） 

第３条 この規程の運用に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。 

 

 


